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１ 外部評価の基本施策ごとの評価結果 

（１）今後の方向性に関する意見

 

◆その他、付帯意見 

・「産直センター」については、指定管理施設内において指定管理事業とは別に、市から

の委託事業として取り組まれている。直売所とは事業内容は異なっているが、事業の

目的としては共通している部分もあり、指定管理事業を担う関連事業者に別に委託す

る理由が曖昧である。 

・地元農産物の販売ルートは確保しつつも、独立した直売施設については、経営見通し

を行い、資金注入がなく所定の納付金を払える施設を除いて、統廃合すべきである。 

 ・女性、高齢者の生きがい対策、こどもの農業体験、農産加工・料理教室等の講習会によ

る、若い女性のリピーターを確保する。 

 ・各直売所の運営団体（特に赤字経営の）との現状確認が必要なのではないか。 

基本施策等 農業・農村の振興 

事務事業名 直売加工施設運営事業（直売所） 

担当課の意見 

現在の直売所施設については、農業の振興と地域の活性化を図り、農産物

の直売・加工品の販売している。市民の身近な直売所として、また地産地消

の発信拠点であるため、建物減却時期を見て対応していく。 

 各施設、補助金を使用し建設をしているため、残存年数等を見据えながら

補修等を行っていく。 

政策経営課の

意見 

直売所は単独施設ではなく、集客力のある既存施設を有効に活用してい

く。 

例えば、本庁舎、支所、交流学習センターの一角や、地元のスーパー（コン

ビニ等）などへ地場産コーナーを設置する。 

既存の直売施設については、修繕費と補助金返還のバランスを見ながら実施

計画を平成 29年度までに定め、売却や統廃合を進める。 

外部評価の 

意見 

【方法改善】 

直売所事業は、地域農業（農村）の振興、活性化及び地産地消を主な目的とし

ており、それぞれに一定の成果あげているものの、一部を除き、継続的に実質赤字

が発生している現状を見ると、事業の抜本的な見直しが必要であると考える。 

したがって、施策の目標である農業農村の振興や地域の活性化に向け、運

営団体に対し顧客の確保や販売方法の提案を行うとともに、今後の維持管理

経費や経営見通しをしっかり立て、それらを基に公の施設としてのあり方に

ついて関係者等との協議も重ねながら計画的に取組むべきである。 
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◆その他、付帯意見 
・施設によって利用人数や、一人当たりのコストに大きなバラツキがある。補助金等もア 

ンバランスで、利用人数の少ないところに多く支出されている。各施設の今後の利用率 

向上努力などをつぶさに確認し、利用人数や稼働率が一定のレベルに達しない施設は、 

補助金を減額するとともに、将来的には統廃合を検討すべきである。 

・直売施設と同一敷地内にあって、それと連動して加工販売を行っている施設などは、独 

立の事業としては廃止をして直売事業へ吸収させるのも一つの方策である。 

・多くの市民が活用できる体制づくり、運営方法の改善、市民であれば誰でも利用できる 

ことのＰＲが必要である。 

 

 

基本施策等 農業・農村の振興 

事務事業名 直売加工施設運営事業（加工所） 

担当課の意

見 

現在の加工所施設については、農家生活の環境改善と農産物の消費拡大を図る

施設である。市民が気軽に使用できる身近な加工所として設置されているため、

建物減却時期を見て対応していく。 

 各施設、補助金を使用し建設をしているため、残存年数等を見据えながら補修

等を行っていく。 

政策経営課

の意見 

「市民が気楽に使用できる」といったことが、市民に周知されていないのではないか。 

したがって、農家に限らず、多くの市民に活用してもらい、高齢者の生きがいづ

くりや、親子のふれあい、地域の行事など様々なコミュニティの場として活用し

てもらうよう周知するとともに、多くの市民が利用できる体制を平成 29 年度ま

でに整える。 

 しかし、市民への周知がなされても多くの利用者が見込めない場合は、修繕費

と補助金返還のバランスをみて実施計画を平成 30 年度までに定め統廃合を行う。 

外部評価の 

意見 

【方法改善】 

基本施策は“農業・農村の振興”であるが、“直売加工施設運営事業（加工所）”

は広義の意味にとらえて、農家に限らず地域の高齢者の生きがいづくり、親子の

触れ合い、コミュニティの活性化など広く市民に活用してもらう施設であれば、

ある程度の市の負担は止むを得ないと思われる。しかし、施設の老朽化や利用者

の減少などもあって、一部に事業の継続やその維持管理が課題となっている。 

したがって、多くの市民に活用してもらうことを前提に、施設の有効活用はもとより、費

用対効果を含む事業の抜本的な見直しを関係者等との協議も重ねながら計画的に

取組むべきである。 
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基本施策等 地域福祉の推進 

事務事業名 福祉センター管理運営事業、安曇野市社会福祉協議会地域福祉推進事業 

担当課の意見 

 老人福祉センターは介護予防関連事業の拠点として、市内各地域それぞ

れに施設が配置されており、利用者数からみても費用に対する事業効果は

今のところ特に高いとはいえない。今後高齢化が進み、介護予防事業の促進

が必要とされるなか、その事業の実施拠点としての役割がどのくらいとな

るのか見極め、今後の施設のあり方を検討していく必要がある。 

 地域福祉推進事業は、社会福祉法に基づき、市町村ごとに設置が義務付け

られている社会福祉協議会が実施することになっていて、行政では実施が

困難な制度の狭間を埋める事業や小地域での課題を迅速に解決するための

独自事業を実施している。社協の独自財源が乏しい中、人材が資源のため人

件費に対する補助が主な内容となっているが、今後人数、再雇用職員等の配

置などを見直し、経費の削減に努める必要がある。 

政策経営課の

意見 

老人福祉センター施設については、介護予防事業の実施拠点だけではなく、

利用者を高齢者や障がい者に限らず世代間交流施設としての活用も視野に施

設のあり方を検討し、売却や統廃合の実施計画を平成 29 年度までに定めて進

める。 

地域福祉推進事業については、平成 29 年度までに市が補助すべき対象事

業を再度見直すとともに、客観的合理性があるものを対象経費とする。 

外部評価の 

意見 

【方法改善】 

①老人福祉センターは「無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応

ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのた

めの便宜を総合的に供与することを目的とする施設」(老人福祉法 20 条の 7)とさ

れているが、実態的には入浴施設としての機能がメインとなっている印象がある。 

また、利用人数が５施設間で大きなバラツキがあり、掛かる費用は５施設と

もほぼ同額である。このため、利用者１人当たりの利用コストにおいても大

きなバラツキが出ている。ただ、今後の高齢者の増大や２９年度から始まる

介護保険の新総合事業の実施拠点とみなされていること、更には各地域で

の利用状況などを考えると、費用効率が悪いと言っても、一概に廃止または

統合することも難しいのではないかと思われる。 

 したがって、複合施設として設置されていることの利点を生かし、本来の役割

を果たしうるように、サービスの内容、特に入浴施設の必要性を十分に検討すべ

きである。また、各施設とも大規模改修などを行う時期を近々迎えることか

ら、検討結果を踏まえ、早急に見直し計画を立て取組むべきである。 
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◆その他、付帯意見 
①福祉センター管理運営事業 

 ・仮に現状施設で継続する場合でも、全日開館ではなく、曜日を決めて週２～４日の開館

にするなどの工夫が必要。更に経費の削減のためには従業員の作業分析等を行い、５施

設のやり方を相互比較するなどして、具体的に無駄の把握を行い改善努力する必要が

ある。 

 ・利用者を高齢者・障がい者に限らず、世代間交流施設とするのであれば、名称の変更も

必要である。そして、市民誰もが利用できる施設であることをＰＲし、入浴施設を継続

するのであれば、誰でも入浴できることを市民にもっと認知させる必要がある。 

②安曇野市社会福祉協議会地域福祉推進事業 

 ・社会福祉協議会が自主財源の確保に向けた努力をするように指導する必要があるので 

はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②社会福祉協議会地域福祉推進事業については、行政にも社会福祉協議会

と一体となって地域福祉の改善・向上に努めていく責務があると思われる。

その意味では独自財源の乏しい社協への補助は止むを得ぬ側面もある。 

しかし、福祉といえども無駄な出費は許されない。そこで、個別、具体的に

各事業内容の精査、事業目的達成のためのプロセスの精査、更には担当者の

業務手順まで細かく調査し、また、社会福祉協議会の５支所を相互に比較す

るなどして業務のスリム化を図ったうえで、必要なものは補助していくこ

とが求められる。 

したがって、そこに人がいるから人件費を補助するのではなく、必要な業

務に対して補助すべきである。 
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基本施策等 高齢者介護サービスの充実 

事務事業名 デイサービスセンター管理運営事業 

担当課の意見 

 デイサービスセンターは在宅介護を支える中心的役割を担っていて、市

の施設として、各地域に５施設が設置されており、市社協を指定管理者とし

ている。当該施設は規模が大きく、民間施設では設置が困難な特殊浴室を備

えており、一定の利用ニーズの受け皿となっている。今後在宅介護ニーズの

高まりが予想されるなか、民間施設の設置状況や今後の利用者数等を見極

め、また老朽化が進み大規模改修が必要な時期が近いことから、市が所有す

べきかなど施設のあり方を検討する必要がある。 

政策経営課の

意見 

（在宅介護は、住み慣れた地域で必要なサービスを受け安心して自分ら

しい生活を実現できる。そのサービスの中心的役割を担っているのがデイ

サービスセンターであり、家族の介護負担軽減にもなっている。） 

今後、超高齢社会となる状況から多くの需要が見込まれるが、民間事業

者で実施できるサービスは民間へ移行することを前提に、５施設の統廃合

について実施計画を平成29年度までに定めて進める。また、デイサービス

センターにおいて、要支援者等に対する介護予防サービス事業を積極的に

取組むことで、介護度の進行を抑制できる。 

外部評価の 

意見 

【方法改善】 

本事業は、高齢化の進展に伴って益々需要の高まりが見込まれる中、既に介

護保険事業として広く民間事業者により取り組まれているところであり、“民間事

業者で実施できるサービスは民間へ移行することを前提とする”考え方に

は賛同できるが、サービスの質は絶対低下させてはいけない。一方、本市の

既存５施設は、いずれも大規模改修などを行う時期を近々迎えるが、５施設

全てを更新するには多額の費用が必要となり財政状況の悪化が懸念され

る。また、ほとんどの施設が複合となっており、センター統廃合の検討は、必然

的に他施設のサービス体制などの見直しを含めた再検討など総合的な観点が必

要である。 

したがって、デイサービス利用者の推移予測、サービス内容のニーズや民

間事業者の動向等を把握するなど、客観的なデータを用いた将来計画の作

成に取組むべきである。 
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◆その他、付帯意見 

・「民間移行」を、施設所有権も民間に譲渡する「完全民営化」「民間委譲」の形式で実

施することは、住民の財産である市有財産の処分を意味する。従って、その可否や形態

(例えば、建物だけを譲渡し、土地所有権は市有のままとする等)について、丁寧な検討

が必要であると考える。 

・民間移行を進める場合は、民間事業者へのチェックや指導などを日常的に行い、サービ

スの質の向上を進めるように要請する。また、今後も行政による施設管理を完全にやめ

るのではなく、民間で手が出ない設備の導入や、民間にとって模範となるような施設管

理運営を行うべきである。その中で、民間では提供することが困難なサービスなどにつ

いては、確実に市がカバーすべきである。 

・民間事業者が実施するサービスと市所有の施設が実施するサービスのすみわけを考え

る必要がある。 

・市全体で 52施設は多く感じる。 
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２ 外部評価の概要 

（１）目的と内容 

本市は、平成 19 年度に行政評価制度を導入してから 10 年目となりまし

た。この間、ＳＷＯＴ分析を使った施策評価制度を導入し、また、平成 23

年度から導入した外部評価制度は、本年で６年目になります。 

本市の行政評価は、事務事業評価、施策評価、外部評価の３本立てで行

われております。 
外部評価は、これまで市職員による内部評価（事務事業評価等）が外部

の目から公平・公正な評価が行われているかを検証してきましたが、今年

度は政策経営課が選定した事務事業について、担当課と政策経営課の意見

をヒアリングし、質疑を経て基本施策の実現に向けた事務事業のあり方を

各委員が評価判定シートに取りまとめました。 
このように今年度の外部評価は、従来の評価方法を進展させ、基本施策

の実現に向けた各事務事業の費用対効果を高めるために、具体的に「どう

あるべきか」「どうするべきか」を外部の視点から意見することにより、職

員の改善行動を促し、更なる市民福祉の向上につながることを期待して実

施しました。 

 

（２）外部評価対象事業の選定 

    本年度は、政策経営課において下記のとおり、「３つの基本施策」のなかから「廃

止・統合・縮小」「民間委託等」「方法改善」が必要と考える事務事業を選定しました。 

 基本施策 事務事業名 選定理由 

１ 農業・農村の振興 

直売加工施設運営事業

（直売所） 

施設によって経営状況などに差があ

る。受益者が限定されている既存施設

の存続について、今後の方向性を示す

必要がある。 

直売加工施設運営事業

（加工所） 

２ 地域福祉の推進 

福祉センター管理運営

事業 

老朽化による大規模改修を必要とする

時期が迫っている。全ての施設に設置

されている入浴施設も含め、今後の方

向性を示す必要がある。 

安曇野市社会福祉協議

会地域福祉推進事業 

補助対象が主に事業に係る人件費であ

ることから、事業の必要性も含め、支

出の根拠を明確にする必要がある。 

３ 
高齢者介護サー

ビスの充実 

デイサービスセンター

管理運営事業 

在宅介護を支える重要な施設ではある

が、老朽化による大規模改修を必要と

する時期が迫っている。民間事業者も

参入しているなかで、現在の５施設（市

所有は３施設）について、今後の方向

性を示す必要がある。 
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（３）外部評価の実施スケジュール（報告） 

平成 28 年度の外部評価の報告に至るまでのスケジュールは、以下のと

おりです。 

月 日 曜日 事業 内容 出席者等 

５ 19 木 外部評価委員会 １ 
・行財政のスリム化に伴う外部評価の

変更等の説明（承認） 
・外部評価委員 

６ 上旬  
評価対象基本施策の

抽出 

政策経営課において、事務事業評価

から対象の基本施策を抽出 
・政策経営課 

８ 下旬  
評価対象基本施策の

内部検討 

担当課からヒアリングを行い、意見交換

を実施 

・担当課 

・政策経営課 

９ 中旬  外部評価委員会 
対象事務事業シート及び、補足説明資

料等の送付 
・政策経営課→委員 

９ 下旬  外部評価委員会 事業の質疑（メール） ・委員（質疑）→政策経営課 

10 12 水 外部評価委員会 ２ 

・担当課と政策経営課それぞれの考

えを説明。 

・事前質疑も含め、質疑応答。 

※農業農村の振興（直売所、加工所）

は第 3回の外部評価委員会へ 

・外部評価委員 

・担当課・政策経営課 

・説明者＝課長等 

10 20 木 外部評価委員会 ３ 

・担当課と政策経営課それぞれの考

えを説明。 

・事前質疑も含め、質疑応答。 

・外部評価委員 

・担当課・政策経営課 

・説明者＝課長等 

11 ２ 水 外部評価委員会 ４ ・報告内容の検討 ・外部評価委員 

11 ９ 水 外部評価委員会 ５ ・評価結果の決定、報告書の提出 ・外部評価委員 

11 中旬  報告書 公表 
・「平成 28 年度 行政評価外部評価結

果報告書」の公表 
・政策経営課→ホームページ 
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（４）外部評価の実施手順 

10 月 12 日及び 20 日に行われた外部評価（事業説明・質疑）は、次のと

おりです。 

① 10 分間以内で、基本施策ごとに事務事業評価シート及び補足説明シートをも

とに担当課長等が説明。 

② ５分間以内で、政策経営課の意見について、政策経営課長が説明 

③ 概ね 30 分間で、評価委員と担当課等による質疑応答。 

④ 評価委員は質疑終了後、評価判定シートにその方向性等の取りまとめ。 

結果、１つの基本施策あたり１時間程度で外部評価を実施しました。 

 

時間 10 月 12 日（水） 大会議室 

13:15～15:10 
農林部  

農政課 

農業農村の振興 

直売所関係 

豊科南部地区産地形成促進施設（旬彩市）運営事務 

産直センター運営支援事業（プラザ安曇野） 

三郷産地形成促進施設・三郷畜産活性化施設 

穂高農業活性化施設（Vif）運営事務 

堀金物産センター 

15:10～15:20 休 憩 

15:20～17:21 
福祉部 

長寿社会課 

地域福祉の推進 
福祉センター管理運営事業 

安曇野市社会福祉協議会地域福祉推進事業 

高齢者介護サー

ビスの充実 
デイサービスセンター管理運営事業 

 

時間 10 月 20 日（木） 401 会議室 

15:35～17:27 

農林部 

農政課 

農業農村の振興 

直売所関係 

豊科南部地区産地形成促進施設（旬彩市）運営事務 

産直センター運営支援事業（プラザ安曇野） 

三郷産地形成促進施設・三郷畜産活性化施設 

穂高農業活性化施設（Vif）運営事務 

堀金物産センター 

農林部 

農政課 

農業農村の振興 

加工所関係 

豊科農産物加工交流センター 

明科農産物加工交流施設運営事務 

穂高農業活性化施設（Vif）運営事務（穂高農産物加工所） 

堀金農産物処理加工施設 
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（５）安曇野市行政評価外部評価委員会 委員名簿 
 

（任期：平成 27 年４月１日から平成 29年３月 31日まで） 

役職 氏名 職歴 

委員長 又 坂
またさか

 常人
つねと

 ・信州大学法科大学院特任教授 

職務代理 清 澤
きよさわ

 仁 一
じんいち

 
・元穂高地域審議会 会長 

・元長野県松本技術専門校長 

 滝 沢
たきざわ

 知子
ともこ

 ・安曇野市博物館協議会 委員 

 吉 原
よしはら

 貞夫
さだお

 
・元豊科地域審議会 委員 

・元富士電機㈱半導体業務部長 

 黒岩
くろいわ

 宏
ひろ

成
なり

 
・前市議会議員 

・元あづみ農業協同組合支所長 
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３ 資料 


















































































































